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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部面を形成する外面を有し、任意の形状に熱可塑性材料で成形された、前記基部面か
ら複数のフックが一体に突出する成形物であって、前記成形物および前記複数のフックは
射出成形により形成され、前記複数のフックはそれぞれ基部および該基部から突出する頭
部または掛止部を備え、かつ前記成形物の前記外面にそれぞれ延在する、前記フックの端
縁を形成する中間面によって相互に分離された第１横方向面および第２横方向面によって
画定される成形物において、前記第１横方向面および／または第２横方向面と、前記基部
面に平行でありかつその基部面から所定の距離ｈにある平面との交差部によって画定され
る曲線区分は、それぞれ前記距離ｈの関数として変化する曲率を有し、ｈ＝０（前記基部
面および前記平行な面が合致）の場合の前記曲線区分の曲率が、前記複数のフックの前記
頭部の位置にほぼ相当する場合の少なくとも１つの曲線区分の曲率より大きく、
　それぞれの前記曲線区分は凹状で前記フックの内部に向かって内側へ曲がることにより
、前記第１および第２横方向面の曲線区分が対向する窪みを有することを特徴とする成形
物。
【請求項２】
　少なくとも前記頭部の、前記２つの横方向面と前記中間面との間の移行部分のレベルで
は、前記２つの横方向面の少なくとも一方と前記中間面の間の移行が円滑であること、す
なわち山形部分あるいは鋭い端縁が無いことを特徴とする請求項１に記載の成形物。
【請求項３】
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　前記２つの横方向面のそれぞれと前記中間面との間に存在する、少なくとも前記頭部の
移行部分のレベルでは、前記２つの横方向面の少なくとも１つと前記中間面との間の移行
が曲がっていることを特徴とする請求項１または２に記載の成形物。
【請求項４】
　前記中間面は前記２つの第１および第２横方向面に対しほぼ垂直とされることを特徴と
する請求項１ないし３のいずれかに記載の成形物。
【請求項５】
　前記フックの前記頭部のレベルの第１断面は第１の曲率半径を有する少なくとも１つの
丸みのある隅を有する第１断面を有し、前記フックの前記頭部のレベルの第２断面は第２
の曲率半径を有する少なくとも１つの丸みのある隅を有する第２断面を有し、前記第２断
面は前記頭部の最末端により近く、かつ前記第２半径は前記第１半径より大きいことを特
徴とする請求項１～４のいずれかに記載の成形物。
【請求項６】
　横の区分（前記基部面に平行な面の断面）の最小厚さ（前記第１と第２横方向面の間の
最小距離）は前記フックの前記基部から前記頭部側に増大することを特徴とする請求項１
～５のいずれかに記載の成形物。
【請求項７】
　前記基部面における前記頭部の最小厚さは、前記フックの頭部のレベルにおける前記基
部面に平行な面における前記頭部の最小厚さより小さいことを特徴とする請求項１～５の
いずれかに記載の成形物。
【請求項８】
　前記フック頭部の前記断面より小さな、断面方向発達部（前記２つの横方向面および前
記中間面に対し横方向の）が前記フックの前記頭部の最末端から突出することを特徴とす
る請求項１～７のいずれかに記載の成形物。
【請求項９】
　前記発達部の少なくとも一部分は、断面において山形部分あるいは鋭い端縁の無い移行
部分を形成し、同時に前記フックの残部断面は四角形、長方形、菱形もしくは同様の四隅
のある四辺形状とされることを特徴とする請求項８に記載の成形物。
【請求項１０】
　前記フックの前記発達部と前記頭部の間の移行は肩状部または隅を形成することを特徴
とする請求項８または９に記載の成形物。
【請求項１１】
　成形される物体を形成するための金型内に配置されて、複数のフックを成形物と一体に
形成するための挿入ブロックであって、少なくとも１つの第１プレートであり、フックに
対し相補的形状を有しかつ前記プレートの２つの対向する横方向面および前記プレートの
上部端縁から出ている複数の切欠をその上部端縁上に有する前記第１プレートと、少なく
とも２つの第２プレートであり、前記少なくとも１つの第１プレートを間に挟んで、フッ
クと相補的な前記形状を有した複数の空洞であって、それぞれ前記２つの第２プレートに
より形成された横方向壁によって画定されかつ開口を介して前記第１プレートの前記上部
端縁から出ている複数の空洞を形成する前記第２プレートと、を備え、前記プレート同士
が互いに固定される挿入ブロックにおいて、前記プレートは拡散接合処理によって相互に
固定され、前記プレートのうちの少なくとも１つに、前記プレートが相互に当接されると
きに、一方では前記複数の空洞それぞれの少なくとも１つの部分と、他方では片方が他方
に当接配置された前記プレートにより形成された前記挿入ブロックの外部と、連通する１
つの通気路を形成するための少なくとも１つの補助的凹部が形成され、また、前記拡散接
合処理の間前記積層されたプレートに作用する圧力が高く前記空洞の壁が変形し、および
前記成形される物が請求項１～１０のいずれかに記載の成形物であることを特徴とする挿
入ブロック。
【請求項１２】
　前記１つの通気路は、前記複数の空洞それぞれの、前記フックの前記頭部を形成するた
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めの部分と連通するように形成されることを特徴とする請求項１１に記載の挿入ブロック
。
【請求項１３】
　前記通気路は、小さい断面を有する第１部分および前記小さい断面より大きい断面を有
する第２部分によって形成された段付き断面を有し、前記小さい断面は前記フックと相補
的な形状を有する前記空洞の頭部と連通することにより空気が熱可塑性材料ではなくこの
断面を通ることを可能とするようにされており、かつ前記大きい断面は前記小さい断面か
ら前記大きい断面へと通る前記空気の迅速な排出を可能とし、同空気自体は外部に接する
ことを特徴とする請求項１１～１２のいずれかに記載の挿入ブロック。
【請求項１４】
　前記通気路の前記断面は拡幅され、空気は通過可能とされるが注入された熱可塑性材料
は通れない小さい寸法に始まり前記空気の迅速な排出を可能とする大きい寸法で終わるこ
とを特徴とする請求項１１～１３のいずれかに記載の挿入ブロック。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの補助的凹部は前記少なくとも１つの第１プレートに形成されるこ
とを特徴とする請求項１１～１４のいずれかに記載の挿入ブロック。
【請求項１６】
　前記第２プレートは切欠の無いプレートとされることを特徴とする請求項１１～１５の
いずれかに記載の挿入ブロック。
【請求項１７】
　前記空洞と前記通気路の間の連通用開口の同等の断面の径は５×１０－２ｍｍより小さ
いことを特徴とする請求項１１～１６のいずれかに記載の挿入ブロック。
【請求項１８】
　前記空洞と前記通気路の間の連通用開口の同等の断面の径は、１×１０－２ｍｍと４×
１０－２ｍｍの間とされることを特徴とする請求項１１～１７のいずれかに記載の挿入ブ
ロック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、成形物を形成するための金型内に置かれることを目的とした成形挿入ブロッ
クであって、フックフィールドを成形物と一体に形成することを目的としたブロックに関
する。本発明はまた、一体に生成されたフックフィールドを備えた成形物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　形状は如何様であれ物体が、特に射出成形により成形され、同物体にフックフィールド
を設け、同物体を例えば、フックフィールドと協働する織物材料のループあるいは他のフ
ックを介して何かに取り付け可能とすることが望まれる場合には、成形物を製造する金型
内に挿入することを目的とした挿入ブロックが予め製作される。同ブロックは概して、そ
の上面から出ている、形成されるフックフィールドのフックの形状と相補的な形状を有し
た空洞のフィールドを備える。この挿入ブロックは、次いで成形物が成形される金型内に
配置され、フックはしたがって成形物と同時にかつ成形物と一体に形成される。
【０００３】
　現在知られている挿入ブロックは、プレートを順次積み重ねて形成され、それらのプレ
ートの幾つかの上部端縁またはフィールドに、フックの形状と相補的な形状を有した切欠
が、例えば、放電加工、レーザエッチング、ケミカルカッティング、その他の加工法によ
って形成される。積み重ねられたプレートは、一般に２つのタイプのプレート、即ち、そ
のフィールドに切欠のあるプレートおよび切欠の無いプレートにより形成され、その後者
のプレートが切欠のある２枚のプレートの間に置かれることによって空洞を形成し、各空
洞は１つの切欠と切欠の無い隣り合うプレートの横方向壁面とによって形成される。ただ
し、プレートは、２つの連続するプレートに形成された切欠をずらし、その連続する切欠
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２つの間の１つのプレートの部分によって隣り合うプレートの空洞の横方向壁面を形成す
ることによって、フィールドにすべて切欠のあるプレートを積み重ねることもできる。
【０００４】
　プレートは順次積み重ねられると、あごタイプのシステムによる圧接および／または周
囲の溶接によってひとまとまりにされる。この場合、上記の方法の組み合わせも可能であ
る。
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０１０９８２１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来技術によるこれらの挿入ブロックには多くの問題がある。フックフィールドを付加
することを目的とした成形物を形成するための金型に挿入ブロックを置いたときに、端同
士がクランプで固定されたもしくは溶接されたプレートは、熱可塑性材料の射出圧力の影
響によって互いに僅かに離間し、そのため熱可塑性材料が２つの連続プレート間を通過す
る場合がある。金型を出ると、成形物に形成されたフックフィールドにはしたがって一種
の壁面によって形成されるばりがあり、フックより高くかつフックフィールドのほぼ全幅
に及ぶことが多く、このばりによってフックフィールドが使用不能となるか、あるいは少
なくとも、例えば、別のフックフィールドまたは織物材料のループに固着させるのには不
適合となる場合がある。そのため、成形物全体として使用不能となり、成形物は廃品とし
なければならなくなる。更にまた、挿入ブロックの修復が必要となり、すなわち、成形物
の製造工程の停止が必要となり、挿入ブロックを形成するプレートのよりよい固定を確実
にすることも必要となりうる。その結果、当然、時間、人員および生産性の面でコストが
掛かることになる。
【０００７】
　他方、従来技術によるそれらの挿入ブロックは、プレートを相互にクランプで固定し当
接保持する必要があるため、厚さの小さい、例えば１０ｍｍ未満のインサートを製造する
ことは困難である。
【０００８】
　更に尚、現在のインサートはプレートのクランプ固定を維持する装置を必要とし、それ
はインサートおよびその固定／保持装置を金型内に導入するのに多くのスペースが必要と
され、特にその結果、インサートによって形成されるフックフィールドの占める表面積よ
り更に大きな表面積が使用されることになる。
【０００９】
　本発明は、射出成形後のフックフィールドにおけるばりの出現を完全に、あるいは少な
くともかなり回避可能とする上述のタイプの挿入ブロックを提案することによって、従来
技術の問題点を克服することを目的とする。その一方、成形物のフックゾーンの表面積に
ほぼ等しい表面積を有する、きわめて薄いインサートを得ることも可能とするものである
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、挿入ブロックは請求項１１に規定の通りのものである。
【００１１】
　プレートを相互に付着させる処理は、固体片を形成するための部品接合処理であり、鑞
付けの場合のように液状インタフェースを要せず、また従来の融接の場合のように溶融お
よび再凝固による多孔質の結合を生成しない処理であり、これによって挿入ブロックが得
られる。特に、射出圧力に耐える挿入ブロックが得られ、かつプレート間にインタフェー
スが無いため、プレートが拡散接合されて相互に分離されることが無いために、熱可塑性
材料がプレートに浸透してばりを生じることは、もはやあり得ない。
【００１２】
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　それにより通気路を設けることにより、空気は、空洞内に注入された熱可塑性材料によ
って空洞の底に押しやられ、その底を介して逃げることができる。固定力が同じでも、熱
可塑性材料がプレート間に浸透してばりを形成する虞は少ない。
【００１３】
　少なくとも１つの通気路は、空洞の、フックの頭部を形成する目的の部分と連通するよ
うに形成されることが好ましい。
【００１４】
　本発明の好適な一実施形態によれば、上記の通気路は、小さい断面を有する第１部分お
よび小さい断面より大きい断面を有する第２部分によって形成された段付き断面を有し、
小さい断面はフックと相補的な形状を有する空洞の頭部と連通することにより空気が熱可
塑性材料ではなくこの断面を通ることを可能とすることを目的とされており、かつ大きい
断面は小さい断面から大きい断面へと通る空気の迅速な排出を可能とし、その断面自体は
外部に接するものである。
【００１５】
　本発明の別の好適な実施形態によれば、上記通気路の断面は拡幅され、その断面は、空
気が通過可能だが注入された熱可塑性材料は通れない小さい寸法に始まり空気の迅速な排
出を可能とする大きい寸法に至る。
【００１６】
　好適な実施形態によれば、少なくとも１つの補助的切欠が少なくとも１つの第１プレー
トに形成される。
【００１７】
　第２プレートは切欠の無いプレートとするのが好ましい。
【００１８】
　１つの考えられる実施形態によれば、第２プレートはその端縁に少なくとも１つの第２
プレート切欠を有し、第２プレートが少なくとも１つの第１プレートに接するときに、第
１プレートは第２プレート空洞のための壁面を形成しかつ第２プレートはそれぞれ第１プ
レートの空洞のための壁面を形成するように、第２プレート空洞は第１プレートの空洞に
対してずらされる。
【００１９】
　前記空洞と通気路の間の連通用開口の同等の断面の径は５０マイクロメートルより小さ
いのが好ましく、かつ好ましくは１０マイクロメートルと４０マイクロメートルの間とさ
れる。
【００２０】
　少なくとも２つのプレートの拡散接合は、接合システムによってプレート全面を圧接す
ることにより、プレート同士を相互に強固に組み立てることによっている。金型が次いで
、好ましくは真空下で、プレートの材料の融解温度の従来より約０．５乃至０．８倍に等
しい温度で加熱される。圧力を維持することにより、プレート間が拡散接合される。「拡
散接合」とは、高圧下および融解温度至近で原子がプレート間で拡散し、相互接合が可能
とされることをいう。この技術自体はよく知られており、例えば、特許文献１に記載され
ている。
【００２１】
　本発明はまた、基部面を形成する外面を有する、任意の形状に熱可塑性材料で成形され
た物であって、上記基部面から少なくとも１つのフックが成形物と一体に突出する成形物
に関する。上記成形物および少なくとも１つのフックは射出成形により形成され、少なく
とも１つのフックは基部および該基部から突出する頭部または掛止部を備え、かつ成形物
の外面にそれぞれ延在する、少なくとも１つのフックの端縁を形成する中間面により相互
に分離された第１および第２横方向面によって画定される成形物において、前記第１およ
び／または第２横方向面と、基部面に平行でありかつその基部面から所定の距離ｈにある
平面との交差により画定される曲線区分は、それぞれ上記距離ｈによって変化する曲率を
有し、ｈ＝０（基部面および平行な面が合致する）の場合の曲線区分の曲率が距離ｈが、
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少なくとも１つのフックの頭部のレベルにほぼ相当する場合の少なくとも１つの曲線区分
の曲率より大きくなることを特徴する。
【００２２】
　現に、プレートを拡散接合により固定すると、高圧が積み重ねたプレートに作用し、そ
の結果これらのプレートに形成された空洞の壁面に歪みが生じる。その結果、横方向面が
窪んだ形状となり、窪みは基部の位置でより顕著となり、かつフックの頭部寄りに（また
は空洞の底寄りに）漸減する。特に、頭部の位置ででは、この窪みはほぼゼロとなる。対
照的に、断面の隅は材料圧力、粘度条件等に基づいて丸みが付くことが多い。
【００２３】
　２つの第１および第２横方向面の曲線区分は、その窪みが対向する曲率を有することが
好ましい。
【００２４】
　少なくとも上記頭部のいわゆる移行部分の位置では、２つの横方向面の少なくとも一方
と上記中間面の間の移行が円滑であること、すなわち山形部分あるいは鋭い端縁が無く、
特に湾曲状であることが好ましい。
【００２５】
　中間面は２つの第１および第２横方向面に対しほぼ垂直とされることが好ましい。
【００２６】
　現に、本発明による新規な挿入ブロックの使用では、従来技術と対照的に、熱可塑性材
料がロッド形式の空洞に入るときには、フックの基部の位置で横方向面を介する（かつ次
いで従来技術のようにプレート間の隙間を介する）空気の漏出経路は無いか、あるいは少
ないため、熱可塑性材料の流れはロッドの基部の位置でほぼ一様、もしくは少なくとも従
来技術のシステムの場合より一様となる。対照的に、頭部の位置では、熱可塑性材料の流
れは、特に空洞の通気が変わることに鑑み、変わる可能性が大きい。通気路の大きさおよ
び位置により、空気は空洞の底に閉じ込められ、それによって熱可塑性材料が隅に到達す
るのが妨げられて、空洞から取り出し後のフックの頭部の形状は従来技術のような山形部
分は含まず、対照的に湾曲部分を含む。
【００２７】
　１つの好ましい実施形態によれば、横の区分（基部面に平行な面の断面）の厚さ（第１
と第２横方向面の間の距離）はフックの基部から頭部側に減少する。
【００２８】
　１つの好ましい実施形態によれば、フックの頭部のレベルの第１断面は第１の曲率半径
を有する少なくとも１つの丸みのある隅を有した第１断面を有し、フックの頭部の位置の
第２断面は第２の曲率半径を有する少なくとも１つの丸みのある隅を有した第２断面を有
し、第２断面は頭部の最末端により近く、かつ第２半径は第１半径より大きい。
【００２９】
　好ましい実施形態によれば、フック頭部の断面より小さな、（２つの横方向面および中
間面に対し横方向の）断面の拡張部はフックの頭部の最末端から突出する。これは特に、
使用される熱可塑性材料の流動性がきわめて高い場合、もしくは金型キャビティと通気路
の間の開口が大きいために熱可塑性材料がその開口を介して突出し通気路内に入り込んだ
場合のことである。
【００３０】
　１つの好ましい実施形態によれば、前記拡張部の少なくとも一部分はフック頭部のいわ
ゆる移行部分を形成し、同時にフックの残部断面は四角形、長方形、菱形もしくは同様の
四隅のある四辺形状とされる。
【００３１】
　１つの好ましい実施形態によれば、フックの拡張部と頭部の間の移行は肩状部または隅
を形成する。
【００３２】
　本発明において、「円滑な移行」、即ち、山形部分あるいは鋭い端縁が無く、特に湾曲
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状である移行とは、移行位置のフックの断面（即ち、横方向面に対し横向きかつ中間面に
対し横向きの）を画定する曲線が、倍率少なくとも１５０倍の顕微鏡で観察時に円滑な曲
線、特にその１階導関数が連続的とされる事実をいう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明の１つの実施形態を、以下に図面を参照して説明する。但し、実施形態は例とし
て示すにすぎない。
【００３４】
　図２および３Ｂに示す挿入ブロック１は、フックに対して相補的形状の切欠部４を有す
るプレート２と、フックの形状に対して相補的形状の切欠部を持たないプレート３との交
互に積み重ねることより形成される。図１に示すプレート２は、２つの横方向面５と、形
成されることが意図されているフックと相補的な形状の切欠部４が放電加工により形成さ
れる上縁部もしくはフィールド７とを有するものである。このプレート２がフック状の空
洞を持たない２つのプレート３の間に挟まれるとき、それぞれの切欠部４は、隣り合うプ
レート３の壁面と共に、プレート２に隣り合う２つのプレート３によって形成される２つ
の横方向の、平坦な壁面により両側を閉じられた空洞を形成し、その空洞はフックの基部
を形成する上部開口により頂部が開かれたものとなる。また、フック状切欠きが付いたプ
レートの２つの横方向面５には、放電加工によって２つの溝８も形成され、これらの溝は
フックの形状と相補的形状を有する空洞の頭部を形成する部分と交差する。各溝は段付き
とされ、空気のみ通過可能として熱可塑性材料は通さない僅かな断面寸法の第１部分と、
空気をより迅速に排出可能とする断面寸法が大きめの第２部分とを有する。それらの段付
き流路は、フック状切欠き付きプレートではなくフック状切欠の無い中間プレートにも、
あるいは中間プレートおよびフック状切欠き付きプレートに同時形成も可能なものである
。
【００３５】
　切欠部付きのプレートおよび中間プレートが形成されると、プレート同士に強圧がかけ
られ、拡散接合が行われることによって元素がすべて結合された最終ブロックが得られる
。例えば、ディマグプレス（Ｄｅｍａｇ　ｐｒｅｓｓ）のシリンダを備えた熱処理炉を使
用することにより、処理サイクル中、プレート同士を圧力によって保持することが可能と
される。ここにおいて（真空または不活性ガスの存在下）温度および圧力の併せ効果を受
けてプレートの間で原子が拡散する、この拡散工程によって各隣り合うプレート間の原子
レベルにおける結合が可能とされ、元素がすべて結合したブロックが終局において得られ
る。この工程の終端で、プレートは０．５％と８％の間、好ましくは１％と４％の間、特
に約２％圧縮されており、かつ空洞部分（空洞はこの圧縮に影響されていなかった）と同
様にプレート２の空洞４の壁面３０が変形を受けることによって壁面３０に反りが与えら
れ、その反りは空洞の基部または開口部から底部または頭部側へと平坦化する。実際には
、この変形は中間プレート３の初期の厚さに対して約２％であり、しかしこの変形は０．
５％と８％の間、好ましくは１％と４％の間で変わり得る。横方向壁面の一方の反りは、
その窪みが他方の横方向壁面の反りの窪みと対向側に指向したものである。
【００３６】
　図２の挿入ブロックは、このようにして射出成形物を形成するいずれのタイプの金型に
も配置することが可能となる。例えば図４に示す物体の製作が可能となる。ブロック１の
空洞によって形成されるフックに対応したフックフィールドが成形物から突出し、したが
ってその固定が可能となる。このフィールドが延在する表面は、成形物の全表面よりかな
り小さいが、表面の大部分がフックフィールドによって被覆された成形物を得ることも考
えられる。成形物が形成される際には、成形物と一体を成すフックフィールドが形成され
ることを目的としたほぼその位置に挿入ブロックが予め挿入されている金型内に熱可塑性
材料が注入される。この熱可塑性材料は、挿入ブロックの空洞に入り、通気路があるため
に、次いでフック状切欠きの底に到達し、空気を通気路内に押し出す。
【００３７】
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　図５および６は、本発明によって得られたフックを示す。各フック１０は、２つの横方
向の、ほぼ平坦かつ平行な面１１および１２と、この２つの面１１および１２に隣り合う
中間面１３とによって画定される。中間面１３は、２つの平坦面の上縁によって、フック
の右手の底からフックの左手の底まで、その先端を通過するように画定される。中間面１
３は、フックの上縁を形成する。これらの３つの面は、したがって、１つのロッドもしく
はそのロッド部分から突出する基部１４および頭部１５を含むフックを画定する。基部も
しくはロッドの下部の位置は、各横方向面と中間面との間の変化は面同士がその間で山形
、特に直角を形成するように線によって形成され、一方頭部の位置、例えば上部では、横
方向面と中間面の間の移行は円滑すなわち、曲面状とされる。したがって、フックの頭部
Ａ－Ａ線断面形状はそれ自体、図６に示すように、曲率の大きな曲部１７によって一緒に
結ばれる４本の直線１６により形成される。断面が取られる位置に基づき、四隅とも丸み
のある断面、あるいは１隅のみ、２隅あるいは３隅を丸い断面とすることが可能となる。
【００３８】
　図５のフックおよび図７に示す断面Ｂ－Ｂは図５の断面Ａ－Ａの形状と同じタイプの形
状とされるが、丸み付き隅１７’の曲率半径の方が図５の丸み付き隅１７のそれより大き
い。
【００３９】
　図８に示す基部レベルの断面Ｃ－Ｃは、鋭い端縁、即ち丸みの無い、一種の転換点を形
成する隅を有する。しかし、各横方向面１１および１２と、基部面Ｐ０に平行な面との交
差部に相当し、また、基部面からの距離ｈｃに相当する２つの曲線区分２０および２１は
湾曲し、その窪みをフックの外側でかつ互いに対向するように向けたものである。
【００４０】
　同様に、図１０に示す、基部面の位置の断面は、鋭い端縁、すなわち丸みの無い、一種
の転換点を形成する隅を有する。しかし、各横方向面１１および１２と基部面Ｐ０との間
の交差部に相当する２つの曲線区分２２および２３は湾曲し、その窪みをフックの外側で
かつ互いに対向するように向けるものである。区分２２の曲率もしくは窪みは区分２０の
曲率より大きく、区分２３の曲率は区分２１の曲率より大きい。同様に、頭部の位置では
、Ｄ－Ｄ線断面に相当する区分２４および２５はほぼ真直で、その窪みはしたがってゼロ
とされ、したがって区分２０および２１のそれより少ない。
【００４１】
　基部面の位置の厚みｅ０は、面Ｃ－Ｃの位置の厚みより小さく、面Ｃ－Ｃ自体は面Ｄ－
Ｄの位置の厚みｅＤＤより小さい。
【００４２】
　図４の成形物のフックフィールドでは、フックは、特に相互に直交する縦横列に配置さ
れる。
【００４３】
　熱可塑性成形材料は、ポリオレフィン、ポリアミド、ＴＰＥ、その他から選択可能なも
のである。
【００４４】
　図５の場合、対応する挿入ブロックの空洞は、断面の小さな、かつ特に頭部の一方側に
のみ存在する通気路側に開口を有する。そのため、熱可塑性材料は或る程度制動され、空
洞の隅、およびしたがって空洞の隅の頭部の丸い形状部内を完全に満たすことは不可能と
される。
【００４５】
　対照的に、図１１に示すように、開口の断面が大きく、かつ特に頭部の底の事実上すべ
てに及ぶ場合には、隅は良好に形成され、フックは丸みの付いた形状にはならないか、も
しくは僅かに丸みを帯びた形状となる。
【００４６】
　成形空洞と通気路の間の開きがきわめて大きくかつ更に材料の粘度がきわめて流動的な
流れを可能とする場合には、熱可塑性材料はその開口部に押し入りかつ通気路内に進入す
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置に、成形空洞の通気路側に開いている通路内への熱可塑性材料の浸透により創生される
拡張部４０を備える。多くこの場合には、横方向面と中間面の間の移行部は中間面のフッ
クの左右一杯に亘る鋭い端縁または隅を伴って形成される。鋭い端縁または隅の無い断面
は、特に拡張部の位置で形成される。
【００４７】
　フックの横方向面の湾曲の勾配、即ち、頭部のレベルでは曲率は事実上ゼロか、あるい
は少なくともフックの基部のレベルの曲率より小さいことを示すため、以下の試験法を使
用することができる。
【００４８】
　成形物のフックフィールドは、水平方向に対して１５度傾斜していなければならず、傾
斜は一列のフックの横の面および基部面の交差部と平行な軸中心に生じる傾斜とされる。
【００４９】
　フックは少なくとも倍率１５０倍の顕微鏡、例えば、圧力可変の、日立Ｓ３２００Ｎ走
査型電子顕微鏡により、Ａｕ／Ｐｄ合金被覆後に二次電子を利用する高真空度観察を行わ
なければならない。
【００５０】
　フックフィールド中央のフックを観察可能とするには、その周囲のフックを剃刀刃を使
用してカットすることが可能とされる。
【００５１】
　ほぼ長方形状の断面が示される。しかし、刃をプレートの面に対して９０度とせず傾斜
させてカットするだけで、断面をほぼ四辺形とすることも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】挿入ブロックのプレートの側面図である。
【図２】図１に示すプレートの積重により形成され、同プレートの間に空洞の無いプレー
トが挿置された本発明による挿入ブロックの斜視図である。
【図３Ａ】拡散接合前の図２の積重プレートの一部分の平面図である。
【図３Ｂ】拡散接合後の図２の積重プレートの一部分の平面図である。
【図４】フックフィールドを有する成形物で、該成形物およびフックは一体とされ、フッ
クフィールドを形成するために予め挿入ブロックが配置された金型で射出成形法により得
られた、フックフィールドを有する成形物を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による成形インサートを使用して得られたフックフィールド
のフックの斜視図である。
【図６】図５のＡ－Ａ線断面図である。
【図７】図５のＢ－Ｂ線断面図である。
【図８】図５のＣ－Ｃ線断面図である。
【図９】図５のＤ－Ｄ線断面図である。
【図１０】フックの基部面Ｐ０の断面図である。
【図１１】本発明の別の実施形態による成形インサートを使用して得られたフックフィー
ルドのフックの斜視図である。
【図１２】本発明の更に別の実施形態によって得られたフックフィールドのフックの斜視
図である。
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